
５
月
１
日
〜
７
日

憲
法
週
間

　

５
月
３
日
の
「
憲
法
記
念
日
」
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
の
昭
和
22

年
５
月
３
日
に
、
今
の
「
日
本
国
憲

法
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し

て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

憲
法
は
、
国
家
の
権
力
の
濫
用
を

防
ぎ
、
国
民
の
権
利
や
自
由
を
守
る

た
め
の
も
の
で
す
。

　

憲
法
第
11
条
に
は
「
国
民
は
、
す

べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ

ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保

障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と

の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、

現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
へ
ら
れ

る
。」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す

べ
て
の
人
が
人
間
と
し
て
自
由
に
幸

福
に
生
き
て
い
く
た
め
に
憲
法
が
あ

る
の
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
に
深
く
か

か
わ
っ
て
い
る
憲
法
に
つ
い
て
、
こ

の
機
会
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

人
権
推
進
課

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
困
難
・
課
題
を

抱
え
る
女
性
に
対
す
る
支
援
事
業

「
女
性
の
た
め
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
」

　

府
で
は
、
様
々
な
悩
み
や
不
安
を

抱
え
る
女
性
を
支
援
す
る
た
め
、
ド

ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
「
女
性
の
た
め
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
」
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど

の
資
格
を
持
つ
女
性
の
支
援
ス
タ
ッ

フ
に
よ
る
情
報
提
供
や
相
談
窓
口
の

紹
介
、
同
じ
悩
み
を
持
つ
人
同
士
の

女
性
の
た
め
の
特
設
電
話
相
談

　

毎
週
水
曜
日
（
第
５
週
・
祝
日
は

除
く
）
に
実
施
し
て
い
る
女
性
の
た

め
の
電
話
相
談
を
、
５
月
第
５
週
の

水
曜
日
に
も
行
い
ま
す
。
着
信
番
号

は
表
示
さ
れ
ず
、
名
前
を
伺
う
こ
と

も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
秘
密
は

固
く
守
ら
れ
ま
す
。
安
心
し
て
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
31
日
㈬

●
午
前
10
時
〜
正
午

●
午
後
１
時
〜
３
時

相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
…

☎
４
６
９
・
７
４
０
２

問
合
先　

人
権
推
進
課

※
相
談
無
料
。
通
話
料
は
本
人
負
担

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日

「
特
設
人
権
相
談
」

　

基
本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会

の
実
現
に
む
け
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
「
人
権
擁
護
委
員
」
は
人

権
に
つ
い
て
の
相
談
会
や
啓
発
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
気
軽
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。　

日
時　

６
月
１
日
㈭

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場
所　

市
役
所
２
階
201
会
議
室

問
合
先　

人
権
推
進
課

※
申
込
不
要
、
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

交
流
会
な
ど
の
開
催
、
ま
た
、
民
間

企
業
等
か
ら
の
協
賛
に
よ
る
生
活
用

品
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
提
供
し
て

い
ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。
一
人

で
悩
ま
ず
、お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

時
間

●
火
〜
金
曜
日
…
午
後
１
時
〜
６
時

●
土
曜
日
…
午
前
10
時
〜
午
後
６
時

●
日
曜
日
、
祝
日
…
午
前
10
時
〜
午

後
５
時

場
所　

ド
ー
ン
セ
ン
タ
ー
２
階
（
情

報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
内
）

問
合
先　

府
男
女
参
画
・
府
民
協
働

課
（
☎
06
・
６
２
１
０・
９
３
２
１
）

相談相 はお早めに
センターへ！！

午　午後4時午後4時30分分午後4時30分

フリマサービス 受取評価は商品
をよく確認してから

【
事
例
１
】
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
の
ア

プ
リ
で
ブ
ラ
ン
ド
も
の
の
ネ
ッ
ク
レ

ス
を
購
入
し
た
。商
品
が
届
い
た
が
、

状
態
を
よ
く
確
認
せ
ず
に
受
取
評
価

を
し
た
た
め
、
そ
の
後
偽
物
だ
と
分

か
っ
た
。
ア
プ
リ
の
規
約
に
は
「
評

価
後
の
苦
情
な
ど
に
つ
い
て
は
当
事

者
間
で
話
し
合
う
よ
う
に
」
と
書
か

れ
て
い
た
。（
60
歳
代
女
性
）

【
事
例
２
】
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
の
ア

プ
リ
で
中
古
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を

購
入
し
た
。
電
源
が
入
ら
な
か
っ
た

の
で
出
品
者
に
連
絡
し
た
が
、
評
価

し
た
こ
と
を
理
由
に
対
応
し
て
く
れ

な
い
。
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
運
営
事
業

者
に
苦
情
を
伝
え
る
と
「
受
取
評
価

を
し
た
ら
お
金
は
戻
ら
な
い
」
と
言

わ
れ
た
。（
60
歳
代
男
性
）

【
ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス
】

●
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
で
の
取
引
は
、

売
主
と
買
主
と
の
個
人
間
の
取
引
で

す
。
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
場
合
は
、

基
本
的
に
は
当
事
者
間
で
の
解
決
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
解
し
ま
し
ょ

う
。

●
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
買
主
が

商
品
を
受
け
取
り
、
出
品
者
を
「
評

価
」
す
る
と
出
品
者
に
代
金
が
支
払

わ
れ
ま
す
。
評
価
し
て
サ
ー
ビ
ス
上

の
取
引
が
完
了
し
て
し
ま
う
と
、
ト

ラ
ブ
ル
が
起
き
て
も
、
フ
リ
マ
サ
ー

ビ
ス
運
営
事
業
者
の
補
償
サ
ー
ビ
ス

や
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
商
品
が
届
い
た
ら
、

状
態
を
よ
く
確
認
し
て
か
ら
評
価
し

ま
し
ょ
う
。

●
利
用
す
る
際
は
、
規
約
や
初
心
者

ガ
イ
ド
な
ど
で
、
取
引
ル
ー
ル
や
ト

ラ
ブ
ル
発
生
時
の
対
応
（
補
償
サ
ー

ビ
ス
や
サ
ポ
ー
ト
な
ど
）
を
し
っ
か

り
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

困
っ
た
時
は
、
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

参
考
：
（
独
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

「
見
守
り
新
鮮
情
報
第
４
３
４
号
」

▲イラスト：黒崎　玄
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